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いつかためになる

法 律 知 識
Vol.1　消滅時効とは？

弁護士　井上　　航
産業・賠償対策課　主幹

（所属：第二東京弁護士会）

浪江町の皆さん、はじめまして。平成25

年８月１日から役場二本松事務所で勤務して

います井上航です。浪江町に来る前は、長崎

県の五島列島にある法テラス五島法律事務所

で弁護士をしていましたが、志願して浪江町

役場にやってきました。

皆さんが原発事故前と同じような生活、人

間として当たり前の生活をおくれるように役

場から支援していきたいと思います。よろし

くお願いします。

さて、このコーナーですが、原発賠償に関

して知っておきたい大事なポ

イントの解説と、日々の生活

で問題が起きた際に迷わず対

応するための予備知識をお伝

えしていきます。

初回は消滅時効を取り上げ

ます。皆さんも新聞報道など

でご存じかもしれませんが、

大事なことなのでもう一度確

認してください。


